
※

ＩＤ番号　：

昭和

年 月 日
平成

　〒

フ   リ    ガ   ナ
生  年  月  日

氏  　　　 　　　名

本　　　籍　　　地
（県等名のみ）

都　道　府　県 電　話　番　号

住　　　　　　　 所

区　　　　　　　　分
学科講
習時間

実技講
習時間

受講料 テキスト代 一部免除者関係資格記入欄

全課目受講者 13時間 7時間 40,800円 1，700円

表のＡに該当する方 13時間 6時間 39，800円 1，700円
　資格の種類名　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　
　交付番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　　）
　交付年月日　　 （　　　　　　　　　　　　　　）

表のＢに該当する方 10時間 6時間 36，800円 1，700円
　資格の種類名　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　
　交付番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　　）
　交付年月日　　 （　　　　　　　　　　　　　　）

表のＣに該当する方 13時間 0時間 26，800円 1，700円
　資格の種類名　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　
　交付番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　　）
　交付年月日　　 （　　　　　　　　　　　　　　）
　資格の種類名　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　

受付番号Ｎｏ 写 真

裏面に氏名

記入のこと

床上操作式クレーン運転

技能講習受講申込書

一
部
免
除
受
講
者

裏
面
参
照

本人及び原

平成　　　　年　　　　月　　　　日　

光東株式会社代表取締役　東　日出夫　殿

会 社 名

電話番号

申込者氏名 ㊞

(注)  １　 写真（縦3.0×横2.5ｃｍ）１葉を添付してください。　※印の欄は記入しないでください。　
　　 　２　 写真の裏面に氏名を書いてください。
　　　 ３　 一部免除を受けようとする方は、その資格を有することを証明する書面（免許証のコピー等)を裏面に
　　　　 添付してください｡

※
クレーン知識 原動機等 力学 関係法規 計 修了証番号

点 点 点 点 点
※

点 修 　了 　証
交付年月日

表のＤに該当する方 10時間 0時間 24，800円 1，700円
　資格の種類名　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　
　交付番号　　　　（　　　　　　　　　　　　　　）
　交付年月日　　 （　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　 （受講者本人）

※　試　験　成　績　表
※　合　否　の　別

第                   号
学
科

合　格・不合格
平成    年    月   日実

技

※ 　　記　　　　事   　　欄

受付番号Ｎｏ 写 真

裏面に氏名

記入のこと

床上操作式クレーン運転

技能講習受講申込書

一
部
免
除
受
講
者

裏
面
参
照

本人及び原

実施管理



●　講習課目の範囲及び時間

●　講習課目の一部が免除される方

　１　所定の特別教育を修了し、次のいずれかの業務に６ヶ月以上従事した経験を有する方

　　①　制限荷重が５トン未満の楊貨装置の運転

　　②　つり上げ荷重が５トン未満のクレーンの運転

　　③　つり上げ荷重が１トン未満の移動式クレーンの運転

講　　習　　課　　目 範　　　　　　　　　　　　　　囲 時　間

学
科

床上操作式クレーンに関する知識 種類及び型式　主要構造部分　つり上げ、走行等 ６時間

床上操作式クレーン運転技能講習
に係る原動機及び電気に関する知
識

電動機　電流、　電圧及び抵抗　電力及び電力量　配線、集電
装置、配電盤、開閉器、コントローラー等

3時間

床上操作式クレーンの運転のため
に必要な力学に関する知識

力　重心　重量　速度及び加速度　荷重　応力　材料の強さ等 ３時間

関　係　法　令
労働安全衛生法、同施行令及び規則及びクレーン等安全規則
中の関係条項

１時間

実
技

床上操作式クレーンの運転
基本操作　重量の確認　荷のつり上げ　定められた経路による運
搬　定位置への荷の卸し

6時間

クレーン等の運転のための合図 荷のつり上げ、荷の卸し、荷の水平移動等の合図 1時間

区分 受講の一部免除を受けることができる方

Ａ
　　③　つり上げ荷重が１トン未満の移動式クレーンの運転

　　④　つり上げ荷重が５トン未満のデリックの運転

　　⑤　つり上げ荷重が１トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け

　　【　運転業務の実務経験証明及び特別教育修了証のコピーを貼付してください　】
　

　１　移動式クレーン運転士、デリック運転士又は楊貨装置運転士免許を受けた方

　２　小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した方

　　 鉱山保安法（昭和24年法律70号）第2条第2項及び第4項の規定による鉱山においてクレーンのうちつり上げ

　荷重が5トン以上の運転の業務に１ヶ月以上従事した経験を有する方

　　【　運転業務の実務経験証明を貼付してください　】

　　区分Ｂの１・２のいずれかの資格と、Ｃの資格を併せて有する方

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ



表のＢ及び表のＣに該当する方は、下記の運転等経歴等証明書へ記入し申込書と一緒に提出して下さい｡

実務経験証明

運転等の業務の実務経験は、上記のとおり相違ありません。

申請者 ㊞

上記の申請者が、記載のとおり業務の実務に就いたことを証明します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日

区　　　　　　　　　　　　分 経　　　　　験　　　　　期　　　　　間

楊貨装置の運転 ５トン未満

運転等経験

　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

クレーンの運転 5トン未満 　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

移動式クレーンの運転 １トン未満 　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

デリックの運転 ５トン未満 　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

クレーン等の玉掛け １トン未満 　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

クレーン等の運転 ５トン以上 　　年　　月　～　　　年　　月　 　　年　　　月

会社名

事業主名 ㊞

玉掛け作業　（1トン未満）　の実務経験は、上記のとおり相違ありません。

申請者 ㊞

上記の申請者が記載のとおり、玉掛け業務　（1トン未満及び１トン以上）　の実務に就いたことを証明します。

会社名

事業主名 ㊞

玉掛け業務（特別教育終了後）の実務経験証明

業務内容 クレーン種類

経験年数 　　自　　　　年　　　　月　　～　　至　　　　年　　　　月　　　　（経験年数）　　　　　年　　　　　月　　　　


